
別表　メディカルタウン虹のみえる丘

助成の種別 助成の対象 助成の内容 助成額 申請期限 申請時添付書類

1.定住促進助成金

①　メディカルタウン虹のみえる丘の分譲

　地購入者

②　若者世帯(土地売買契約時点で世帯主

　又はその配偶者のいずれかが49歳以下

　である世帯)

③　子育て世帯(土地売買契約時点で中学

　生以下の子どもがいる世帯)

④　三世代同居(住宅完成後、三世代が

　同居)

⑤　町内業者と契約する場合(住宅の建築

　を川西町内の業者が請負)

※上記助成金と「川西町若者定住住宅支援

　事業補助金」との併用はできません。

【基本額】

①　４０万円

　　＋

【加算額】

②　若者世帯　１５万円

③　子育て世帯　１５万円

④　三世代同居　１５万円

⑤　町内業者と契約する場合　１５万円

上限１００万円

建物完成後、建物に居住開始以降の下記書類

①のみ助成を受ける場合

　・申込本人の住民票抄本

①～④の助成を受ける場合

　・居住者全員の住民票謄本

⑤の助成を受ける場合

　・建物の建設請負契約書の写し

　・領収書の写し

　・工事完成後の写真

2.地盤改良助成金 地盤改良に要した工事費用 工事費用の１／２ 上限５０万円

下記書類の写し等

　・地盤調査結果の概要書

　・工事の内訳書

　・工事の領収書

　・工事施工中の写真

　・公社が必要と認める書類

3.住環境整備・再エネ

設備導入助成

①　花壇又は垣根の設置、樹木等の植栽

　工事及び当該設置工事と共に実施する

　擁壁工事に要した費用

②　カーポート、融雪設備（散水方式を

　除く）工事又は除雪機購入に要した

　費用

③　太陽光発電設備

④　蓄電池設備

⑤　木質バイオマス燃焼機器（ペレット

　ストーブ等）

※上記③～⑤の助成金は、山形県及び川西町

　の補助金との併用が可能です。

①～⑤の合計 上限３０万円

下記書類の写し等

　・工事等の内訳書又は見積書

　・工事等の領収書

　・工事施工後の写真又は当該機器の設置後の写真

　　(除雪機購入の場合は、自宅納品後の写真)

　・公社が必要と認める書類

4.U  I  Jターン助成

土地売買契約時に県外に住所を有する者

（県内の企業・行政機関等で採用された方

が、転勤等の事情により県外に居住している

場合を除く）

－ ３０万円

下記書類

　・土地売買契約時の住民票謄本又は抄本

　・建物完成後、建物に居住開始以降の住民票謄本又は抄本

申請は、1～4の助成

毎に各1回を限度と

し、土地の引渡日から

3年以内とする。


